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 インターネットカフェ等の事業者への訪問による状況確認の実施 

  ～「犯罪の防止に配慮した店舗の整備に関する指針」～ 

 

 埼玉県及び埼玉県警察本部は、インターネットカフェ等の約９０店舗を対象に、

「犯罪の防止に配慮した店舗の整備に関する指針」に基づいた状況確認を実施します。 

 その第１回目として、県、警察本部、地元警察署が合同で川口市内の店舗を訪問

し、店舗の防犯対策や従業員等の安全確保のために必要な措置が取られているかにつ

いて確認します。 

 

 ※ 「犯罪の防止に配慮した店舗の整備に関する指針」 

 インターネット等の事業者に対する店舗における従業員等の安全を確保するこ

とを目的に、埼玉県防犯のまちづくり推進条例第１８条第３項に基づき、令和５

年４月１日に策定、公表 

 

●状況確認の概要 

 １ 日 時 

   令和５年６月１６日（金）１０時００分～１１時００分 

 ２  場 所 

     川口市並木２丁目１番１号 フェストビル５階 

     自遊空間ＳＥＬＦ西川口駅前店 

 ３ 参加者 

  (1)  埼玉県（防犯・交通安全課） 

  (2) 埼玉県警察本部（生活安全総務課、川口警察署等） 

  (3) 株式会社ランシステム（自遊空間ＳＥＬＦ西川口駅前店） 

 

 令和５年６月１５日 

県民生活部 防犯・交通安全課 
防犯・犯罪被害者支援担当 弘田・石塚 

直通 048-830-2943 
代表 048-824-2111 内線 2942 

E-mail: a2950-08@pref.saitama.lg.jp 
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 ４ 状況確認事項 

 「犯罪の防止に配慮した店舗の整備に関する指針」に基づき、防犯に係る責任

者の設置、従業員に対する防犯に係る指導、犯罪の防止に配慮した構造、設備等

を有する店舗の整備その他必要な措置について状況確認を実施します。 


